
  

 

① ２週間以内に中国武漢市内を訪問した  

  
②『武漢市への渡航歴があり、発熱かつ呼吸器症状を有 
する⼈』との接触歴がある  

  
③３７.５℃ 以上の発熱が４⽇以上続く(解熱剤を飲み続 
ている⽅)  
  
④ 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある  
  

※ ⾼齢者、糖尿病、⼼不全、呼吸器疾患(COPD など) 
の基礎疾患がある⽅、透析を受けている⽅で③や④ 
の状態が２⽇程度続く場合  

緊急告知  
 

新型コロナウィルス感染症について  
 

厚⽣労働省の通達により、上記に該当する⽅は帰国者・接触者相談 
センター(03-5320-4509)にお問い合わせ頂き、指⽰に従ってくださ 
い。  
  
尚、上記に該当する⽅は、当⾯の間、院内感染防⽌のため診療を差 し

控えさせて頂きます。(約２週間程度の経過観察後、再開を検討しま
す)  
  

本感染症は、現時点ではまだ治療法が確⽴されていないため、今後さらに延慢  する
ことが予想されていますので、ご協⼒のほどよろしくお願い致します。  
  

あなん歯科医院 院長 
阿南 貴博 
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